
清掃業務委託に係る履行能力確認調査実施要領 
                                 

宮城県道路公社 
 
（趣旨） 
第 1 条 この要領は、宮城県道路公社会計規程（以下「規定」という。）に基づき、清掃業

務の委託契約を締結しようとする場合における、契約の相手方となるべき者の申込価格

によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

めるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認めるときに該当するかどうかの調査（以下「履行能力確認

調査」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（対象業務） 
第２条 履行能力確認調査の対象となる業務は、競争入札により発注する清掃業務のうち、

設計価格が２００万円を超える業務とする。 
２ 契約執行者は、履行能力確認調査の対象となる業務について、当該業務の委託契約に

係る一般競争入札の公告（以下「公告」という。）又は指名競争入札の指名に係る通知（以

下「指名通知」という。）をする場合は、当該公告又は指名通知（以下「公告等」という。）

において、次の事項を明示するものとする。 
(1) 調査基準価格を設けた旨及びこの要領の規定を適用する入札であること。 
(2) 調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、業務委託費内訳書の提出を求める

ことがあること。 
(3) 調査基準価格を下回る価格で落札した場合、業務の適正な履行確保のため、履行期

間中に調査を行うことがあり、その調査に協力しなければならないこと。 
(4) 清掃業務委託履行能力確認調査・審査基準を適用する入札であること。 

 
（調査基準価格） 
第３条 対象業務に係る規定第７３条第３項の規定による調査基準価格（消費税及び地方

消費税の額を除く。以下「調査基準価格」という。）は、対象業務の設計額（消費税及び

地方消費税の額を除く。以下「税抜き設計額」という。）に１０分の７を乗じて得た額か

ら千円未満の端数を切り捨てた額とする。 
 
（入札の保留） 
第４条 入札執行者は、対象業務に係る競争入札の結果、当該対象業務の調査基準価格を



下回る価格で入札があった場合は、入札を保留し、清掃業務委託低入札調査委員会（以

下「低入札調査委員会」という。）において、審議の上、落札者を決定するものとする。

ただし、清掃業務委託履行能力確認調査・審査基準に規定する数値的判断基準（以下「数

値的判断基準」という。）により落札不適当と判定された場合は、低入札調査委員会にお

ける審議を要しないものとする。 
 
（履行能力確認調査の実施） 
第５条 競争入札に付す業務を担当する課長（以下「業務担当課長」という。）は、前条の

規定により競争入札が保留になったときは、当該保留になった日から 7 日間を目途に最

低価格入札者について履行能力確認調査を行うものとする。ただし、数値的判断基準に

より落札不適当と判定された入札者にあっては、この限りでない。 
２ 履行能力確認調査は、当該調査の対象となる入札者からの関係資料の提出及び事情聴

取並びに関係機関への照会その他の方法により行うものとし、その内容は次のとおりと

する。 
 (1) 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項並びに労務等の調達等の適否に関する

事項 
 (2) 業務計画等の適否に関する事項 
 (3) 履行能力の適否に関する事項 
 (4) その他必要な事項 
３ 前項に規定する関係資料の提出は、期限を付して求めるものとする。 
４ 担当課長は、第 1 項に規定する調査を終了したときは、その結果に基づき調査報告書 
を作成し、入札執行者に報告するものとする。 

５ 入札執行者は、前項の規定により報告があったときは、別に定める低入札調査委員会 
に諮らなければならない。 
 

（低入札の審議） 
第６条 低入札調査委員会は、前条第５項の規定により諮問があったときは、同条第４項

の規定により作成された調査報告書により審議し、落札の適否を決定するものとする。 
 
（落札者決定及び通知） 
第 7 条 入札執行者は、前条の低入札調査委員会の審議の結果、落札適当となった場合は、

最低価格入札者を落札者と決定し、その旨を当該落札者に通知するものとし、落札不適

当となった場合（数値的判断基準により落札不適当と判定された場合を含む。）は、最低

価格入札者を落札者としないものとし、履行能力確認調査結果通知書（様式第 1 号）に



より書面で通知するものとする。 
２ 入札執行者は、前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予

定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格（以下「次順位価格」とい

う。）が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者と決定

し、その旨を当該落札者に通知するものとする。この場合において、当該次順位価格が

調査基準価格を下回る価格であったときは、当該次順位価格及び当該次順位価格の入札

をした者につき第 5 条から前項までの規定を準用するものとする。 
 
（入札結果等の公表） 
第８条 入札執行者は、入札結果を公表するときは、履行能力確認調査を行った入札価格

及びその入札者名についても公表するものとする。 
 
（契約書の追加条項） 
第９条 第７条第１項の規定により落札者が決定した場合は、業務の適正な履行を確保す

るため、業務委託契約書に別記に掲げる条項を加えて当該落札者と契約を締結するもの

とする。 
 
（履行能力確認調査審査基準の策定） 
第１０条 この要領の第５条及び第６条に規定する履行能力確認調査の具体的調査方法及

び適否の判断基準については、別に定めるものとする。 
 
附則 
 この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 
 
附則（平成２６年２月４日改正） 
 この要領は、平成２６年２月４日から施行する。 
別記 
 
（業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取） 
第○条 受注者は、その業務体制について記載した書類を作成し、発注者からその提出を

求められたときは、これに応じなければならない。 
２ 受注者は、前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは、こ

れに応じなければならない。 
 



（業務計画を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取） 
第○条 受注者は、業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書

類を作成し、発注者からその提出を求められたときは、これに応じなければならない。 
２ 受注者は、前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは、こ

れに応じなければならない。 
 
 
 
 



 
様式第１号 
 

履行能力確認調査結果通知書 
 

宮城道公第 号 
  年 月 日 

 
 
  住    所 
  商号又は名称 
  代 表 者 名 
 
                         宮城県道路公社理事長 
 
 先に入札した下記業務委託について、調査基準価格を下回る価格による入札があったた 
め落札の決定を保留しておりましたが、履行能力確認調査を行った結果、下記の理由によ 
り貴社を落札者としないことに決定しました。 
 

記 
 
１ 入札公告日又は指名通知日 
２ 委託業務名 
３ 落札者としないこととした理由 


